
議 員 提 出 議 案 第 ５ 号  

 

   橋 下 徹 大 阪 市 長 の 「 慰 安 婦 に 関 す る 発 言 」 の 撤 回 ・ 謝 罪 を  

求 め る 決 議  

 

 上 記 の 議 案 を 、 亀 山 市 議 会 会 議 規 則 第 １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

別 紙 の と お り 提 出 し ま す 。  

  

平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ２ ８ 日 提 出  

提  出  者  

           亀 山 市 議 会 議 員   服  部  孝  規  

賛  成  者  

 亀 山 市 議 会 議 員   福  沢  美 由 紀  

     

 

 

 

 

亀 山 市 議 会 議 長  櫻  井  清  蔵  様  

 

 

別  紙  

橋 下 徹 大 阪 市 長 の 「 慰 安 婦 に 関 す る 発 言 」 の 撤 回 ・ 謝 罪 を 求 め る  

決 議  

 

 

 

 

 

 



橋下徹大阪市長の「慰安婦に関する発言」の撤回・謝罪を求める決議 

 

日本維新の会共同代表・橋下徹大阪市長の従軍慰安婦に関する一連の発言は、多く

の人々の人権そして尊厳を著しく侵害するものである。 

これらの発言が市民の人権を守り抜くべき公人によるものであることは、基本的人

権を尊重する日本人として、また市民の人権を擁護する立場である亀山市議会議員と

して看過できない。 

よって亀山市議会は、橋下徹大阪市長に強く抗議し、発言の撤回と謝罪を求めここ

に決議します。 

 

 

平成２５年６月２８日 

亀 山 市 議 会 
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